
名 取 市 中 高 層 の 建 築 物 の 建 築 に関 する 指 導 要 綱  

平 成 ２年 ９ 月 １ 日  

名 取 市 告 示 第 ４ ５ 号  

（目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 本 市 に お け る 中 高 層 の 建 築 物 の 建 築 に 伴 う 近 隣

関 係 住 民 と 建 築 主 と の 生 活 環 境 に 関 す る 紛 争 を 事 前 に 防 止 す る こ と

に よ り 、 地 域 住 民 の 良 好 な 生 活 環 境 の 保 全 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（用 語 の定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ）  建 築 主  建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。） 第 ２ 条 第 １ ６号 に規 定 す る者 を い う 。  

（ ２ ）  中 高 層 の 建 築 物  法 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 建 築 物 で 地 盤 面

からの 高 さ が １ ０メ ート ルを 超 え るも の を い う 。 

（ ３）  特 定 中 高 層 建 築 物  中 高 層 の 建 築 物 で 地 盤 面 か ら の 高 さ が ２０

メ ートルを 超 え る又 は地 階 を 除 く 階 数 が６ 以 上 のも のを い う 。  

（ ４ ）  集 合 住 宅  中 高 層 の 建 築 物 で 住 宅 の 戸 数 が ２ ０ 以 上 の も の を い

う 。  

（５）  電 波 障 害  放 送 電 波 の受 信 の 障 害 を い う 。  

（ ６ ）  紛 争  中 高 層 の 建 築 物 の 建 築 に 伴 う 生 活 環 境 に 関 す る 近 隣 関

係 住 民 と 建 築 主 と の紛 争 を い う 。  

（ ７ ）  近 隣 関 係 住 民  中 高 層 の 建 築 物 の 敷 地 境 界 線 か ら 当 該 建 築

物 の 高 さ の お お む ね ２ 倍 の 水 平 距 離 の 範 囲 内 に あ る 土 地 又 は 建 築

物 の 所 有 者 及 び 当 該 範 囲 内 に 居 住 す る 者 並 び に 中 高 層 の 建 築 物

の建 築 に より 電 波 障 害 の影 響 を 受 け るお それ のあ る者 を い う 。  

（当 事 者 の 責 務 ）  

第 ３ 条  建 築 主 は 、 中 高 層 の 建 築 物 の 建 築 を 計 画 す る に 当 た っ て は 、 周

辺 の 生 活 環 境 に 及 ぼ す 影 響 に 十 分 配 慮 す る と と も に 、 良 好 な 近 隣 関

係 を 損 なわない よう 努 め なけ れば なら な い 。  

２  建 築 主 及 び 近 隣 関 係 住 民 は 、 紛 争 が 生 じ た と き は 、 相 互 に 理 解 を 深

め、 自 主 的 に 解 決 する よう 努 めなけ れ ばな らない 。  



（集 合 住 宅 の 建 築 計 画 上 の 配 慮 ）  

第 ４ 条  建 築 主 は 、 集 合 住 宅 の 建 築 を 計 画 す る に 当 た っ て は 、 次 の 各 号

に掲 げ る 事 項 に配 慮 し なけ れば な らな い 。  

（ １ ）  自 動 車 及 び 自 転 車 等 の 想 定 利 用 台 数 に 対 応 し た 駐 車 施 設 を

確 保 するこ と 。  

（ ２ ）  常 時 使 用 す る 屋 外 の 階 段 、 開 放 廊 下 、 玄 関 ド ア 、 冷 暖 房 機 械

設 備 等 に つい て 、 適 切 な防 音 措 置 を 講 ず るこ と 。  

（３）  ごみ 集 積 所 を 設 け るこ と 。  

（ ４ ）  目 隠 し の 設 置 等 、 隣 接 す る 建 物 の 居 住 者 の プ ラ イ バ シ ー の 保 護

に努 め るこ と 。  

（ ５ ）  当 該 集 合 住 宅 を 訪 問 す る 者 の 利 用 の た め 、 第 １ 号 に 規 定 す る 駐

車 施 設 に 加 え 、 自 動 車 １ 台 以 上 を 駐 車 で き る 駐 車 施 設 を 敷 地 内 に

確 保 するこ と 。  

（ ６ ）  貨 物 自 動 車 の 荷 物 の 積 卸 し の 用 に 供 す る た め 、 第 １ 号 及 び 前 号

に 規 定 す る 駐 車 施 設 に 加 え 、 貨 物 自 動 車 １ 台 以 上 を 駐 車 で き る 駐

車 施 設 を 敷 地 内 に 確 保 するこ と 。  

（ ７ ）  集 合 住 宅 の 規 模 及 び 地 域 の 特 性 に 応 じ て 、 電 波 障 害 、 日 照 そ

の他 住 環 境 に 及 ぼ す影 響 に つい て 配 慮 す るこ と 。  

（建 築 計 画 の 事 前 確 認 ）  

第 ５ 条  建 築 主 は 、 次 条 第 １ 項 に 規 定 す る 標 識 を 設 置 し よ う と す る 日 の

少 な く と も １ ０ 日 前 ま で に 建 築 計 画 事 前 確 認 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ

ばな らない 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 提 出 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容 に つ い て 審 査 の 上 、 良

好 な 生 活 環 境 の 形 成 を 図 る た め に 必 要 が あ る と 認 め る 事 項 に つ い て は 、

建 築 主 に 対 し て 指 導 を 行 う ものと す る 。  

３  建 築 主 は 、 前 項 の 指 導 を 受 け た と き は 、 指 導 事 項 回 答 書 を 市 長 に 提

出 し なけ れば な らな い 。  

（事 前 公 開 ）  

第 ６ 条  建 築 主 は 、 中 高 層 の 建 築 物 を 建 築 し よう と す ると きは 、 近 隣 関 係

住 民 に 建 築 に 係 る 計 画 の 周 知 を 図 る た め 標 識 を 当 該 建 築 物 の 敷 地



の見 や すい 場 所 に 設 置 し なけ れば なら ない 。  

２  前 項 に 規 定 す る 標 識 の 設 置 期 間 は 、 法 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 建

築 確 認 申 請 を し よ う と す る 日 の 少 な く と も ３ ０ 日 前 （ 特 定 中 高 層 建 築 物

に あ っ て は 、 ４ ５ 日 前 ） の 日 か ら 、 法 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 工 事 の

完 了 の届 出 を す る 日 ま での間 と する 。  

３  建 築 主 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 標 識 を 設 置 し た と き は 、 標 識 を 設 置 し た

日 か ら 起 算 し て ７ 日 以 内 に 、 標 識 設 置 届 及 び 次 条 第 ４ 項 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 し た 図 書 を 市 長 に提 出 し な け ればな らない 。  

（説 明 会 の 開 催 等 ） 

第 ７ 条  建 築 主 は 、 前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 標 識 を 設 置 し た 後 、 第 ９ 条 に

規 定 す る 図 書 を 提 出 す る 日 ま で に 、 近 隣 関 係 住 民 に 対 し て 説 明 文 書

の 配 布 、 説 明 会 の 開 催 等 に よ り 、 中 高 層 の 建 築 物 の 建 築 に 係 る 計 画

につい て 説 明 を 行 い 、理 解 を 得 る よう 努 め なけ れば なら な い 。  

２  建 築 主 は 、 近 隣 関 係 住 民 か ら 中 高 層 の 建 築 物 の 建 築 に 係 る 計 画 に

つ い て 説 明 を 求 め ら れ た と き 又 は 特 定 中 高 層 建 築 物 で あ る と き は 、 説

明 会 を 開 催 し なけ ればな らない 。  

３  建 築 主 は 、 説 明 会 を 開 く と き は 、 説 明 会 の 開 催 日 の ７ 日 前 ま で に 説

明 会 を 開 催 す る 日 時 及 び 場 所 を 掲 示 等 の 方 法 で 近 隣 関 係 住 民 に 周

知 す ると と も に、 事 前 に 市 長 に報 告 し なけ れば なら ない 。  

４  第 １ 項 に 規 定 す る 説 明 に お い て 説 明 す べ き 事 項 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る事 項 と す る。  

（ １ ）  敷 地 の 形 態 及 び 規 模 並 び に 敷 地 内 に お け る 建 築 物 の 位 置 及 び

付 近 の建 築 物 の位 置 の 概 要  

（２）  建 築 物 の 規 模 、 構 造 、 用 途 、 工 期 、 作 業 方 法 等  

（３）  工 事 中 の 騒 音 及 び振 動 の 防 止 策 並 びに 工 事 の安 全 対 策  

（ ４ ）  電 波 障 害 、 日 照 そ の 他 建 築 に 伴 っ て 生 ず る 周 辺 の 生 活 環 境 に

及 ぼす 影 響 と その 対 策  

（５）  集 合 住 宅 に あっ ては 、第 ４ 条 各 号 に 掲 げ る事 項 へ の対 応 策  

５  建 築 主 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 説 明 を 行 っ た と き は 、 速 や か に 説 明 結 果

報 告 書 を 市 長 に 提 出 し なけ れば な らな い 。  



６  市 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 近 隣 関 係 住 民 に 対 し て 説 明 結

果 報 告 書 の提 出 を 求 め るこ と がで き る 。  

（電 波 障 害 の 排 除 ） 

第 ８ 条  建 築 主 は 、 中 高 層 の 建 築 物 を 建 築 し よ う と す る 場 合 に は 、 あ ら か

じ め 障 害 が 予 想 さ れ る 周 辺 地 域 の 受 信 状 況 を 調 査 す る と と も に 、 障 害

が予 想 さ れると きは 、あ らかじ め 必 要 な 措 置 を 講 じ なけ れ ばな らない 。  

２  建 築 主 は 、 中 高 層 の 建 築 物 を 建 築 し た こ と に よ り 電 波 障 害 が 生 じ た

場 合 は 、 速 や か に 近 隣 関 係 住 民 と 正 常 な 電 波 を 受 信 す る た め の 設 備

の設 置 等 につい て 協 議 し なけ れば なら ない 。  

３  建 築 主 は 、 電 波 障 害 排 除 の ため の 設 備 を 設 置 し た 場 合 には 、 当 該 設

備 の 維 持 管 理 等 に つい て 近 隣 関 係 住 民 と 協 議 し なけ れ ば なら ない 。  

４  市 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 建 築 主 に 対 し て 前 ２ 項 に 規 定 す

る協 議 の 内 容 を 記 載 し た 書 類 の提 出 を 求 めるこ と がで き る。  

（図 書 の提 出 等 ）  

第 ９ 条  建 築 主 は 、 中 高 層 の 建 築 物 を 建 築 し よ う と す る と き は 、 法 第 ６ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ る 建 築 確 認 申 請 を し よ う と す る 日 の １ ５ 日 前 （ 特 定 中

高 層 建 築 物 に あ っ て は 、 ３ ０ 日 前 ） ま で に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 図 書 を 市

長 に 提 出 し なけ れ ばな らない 。  

（１）  建 築 計 画 書  

（ ２ ）  建 築 確 認 後 に 紛 争 が 生 じ た 場 合 は 、 建 築 主 及 び 建 築 工 事 の 施

工 者 にお い て責 任 を もっ て 当 該 紛 争 を 処 理 する 旨 の 誓 約 書  

（３）  第 ７ 条 第 ５ 項 に規 定 す る説 明 結 果 報 告 書  

（４）  前 条 第 １ 項 の 規 定 によ る 調 査 の 結 果 及 び 対 策 を 記 載 し た 書 類  

（５）  当 該 建 築 物 に係 る次 に掲 げる 図 面  

ア 案 内 図  

イ 配 置 図  

ウ 各 階 平 面 図  

エ 立 面 図  

オ 断 面 図  

カ 日 影 図  



（６）  そ の他 市 長 が必 要 と 認 め る 書 類  

（調 整 ）  

第 １ ０ 条  建 築 主 又 は 近 隣 関 係 住 民 は 、 紛 争 の 解 決 が 困 難 と 判 断 し た

と き は、 市 長 に 対 し て 紛 争 調 整 申 出 書 に より 当 該 紛 争 の 調 整 を 申 し 出

るこ と がで き る。  

２  市 長 は 、 前 項 の 申 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、 相 当 な 理 由 が あ る と 認 め

ると きは 、 当 該 紛 争 の調 整 を 行 う こ と が でき る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 調 整 を 行 う に 当 た っ て 、 調 整 に 必 要 な 知 識 及 び 経 験

を 有 す る者 に対 し て 意 見 を 求 め 、又 は 調 整 を 依 頼 するこ と がで きる 。  

４  市 長 は 、 紛 争 の 解 決 の 見 込 み が な い と 認 め る と き は 、 調 整 を 打 ち 切 る

こ と ができ る 。  

附  則  

（施 行 期 日 ）  

１  こ の要 綱 は 、 平 成 ２ 年 ９月 １日 か ら 施 行 する 。  

（経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 、 既 に 建 築 主 が 法 第 ６ 条 第 １ 項 に 掲 げ る 手 続 を

し た 場 合 又 は こ の 要 綱 施 行 の 日 か ら 起 算 し て １ ５ 日 以 内 に 同 手 続 を し

よ う と す る 場 合 に お い て は 、 第 ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 標 識 の 設 置 期 間

は 、こ の 要 綱 の 施 行 の 日 か ら 法 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 工 事 の 完 了

の届 出 を する 日 ま での間 と する 。  

附  則 （ 平 成 ２ ０年 ３月 ３ １日 告 示 第 ５ ４号 ）  

こ の告 示 は 、平 成 ２ ０年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る。  

附  則 （ 令 和 ３ 年 ４ 月 ２ ８ 日 告 示 第 ７ ０ 号 ）  

こ の告 示 は 、令 和 ３ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る。  

附  則 （ 令 和 ３ 年 １ ０月 ２ ９日 告 示 第 １ ４６ 号 ）  

こ の告 示 は 、令 和 ３ 年 １ １ 月 １ ５日 か ら 施 行 する 。  

 


